
 

 

事 務 連 絡 

令和８年４月 10 日 

 

 

 

各 検疫所 御中 

 

 健康・生活衛生局食品監視安全課 

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について 

 

 

今般、標記について、消費者庁次長から、別添のとおり各都道府県知事等宛

てに通知されましたので送付いたします。 

関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計

らいをお願いします。 

 

 

 

 

 

 



 

消 食 基 第 1 4 3 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局 

食品監視安全課長 殿 

 

 

消費者庁食品衛生基準審査課長 

                      （ 公 印 省 略 ）  

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について 

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示（令和８年内閣府告示第 33号）

が本日告示され、その内容等について別添のとおり各都道府県知事等宛てに通知

しましたので、御了知いただくとともに、関係者への周知等をお願いします。 
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消 食 基 第 1 4 0 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 

 

都道府県知事 

各   保健所設置市長   殿 

 特  別  区  長 

 

 

消 費 者 庁 次 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について 

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示（令和８年内閣府告示第 33号）

が本日告示され、食品、添加物等の規格基準（昭和 34年厚生省告示第 370号。以

下「告示」という。）の一部が改正されました。改正の概要等については、下記

のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏のな

いようお取り計らいをお願いします。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

  食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 13 条第１項の規定に基づき、亜硫

酸ナトリウム、グルコン酸亜鉛、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫

酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの告示第２ 添加物の部Ｆ 使用基準を

改正したこと。 

  あわせて、告示第２ 添加物の部Ｄ 成分規格・保存基準各条において所要

の改正を行ったこと。 

 

第２ 適用期日 

  告示の日から適用すること。 

 

第３ 運用上の注意 

⑴ 亜硫酸ナトリウム、グルコン酸亜鉛、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピ

ロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの使用に当たっては、適切な製造



 

工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えな

いものとすること。 

⑵ 亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム

及びピロ亜硫酸ナトリウムの使用基準にいうぶどう酒とは、酒税法（昭和 28

年法律第６号）第３条第 13号に規定する果実酒又は同条第 14号に規定する甘

味果実酒に該当し、ぶどうを主原料とするものであること。 

 


